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平成 20 年 2 月 25 日 

事      務      局 

 

委員会の認知度・利便性の向上に向けた取組の状況 

 

1 広報活動 

(1) 広報用パンフレットの作成及び配布（２月実施） 

○ 委員会の利用者である電気通信事業者に委員会の紛争処理活動を認

知・再認識してもらい、「電気通信事業者」相談窓口への相談、委員会に

よるあっせん等の利用を促すことが目的。 

○ 利用者の立場にたって、まずは手にとってもらえるようデザイン・形状

を工夫。内容的には、委員会利用の入口である「電気通信事業者」相談窓

口の紹介に重点を置いた。また、平易な表現を用い、簡単な紛争解決事例、

Ｑ＆Ａを盛り込み、委員会利用のメリットが分かり、疑問点にもある程度

応えられるものにするよう努めた。 

  ○ 各種事業者団体を通じて電気通信事業者に配布するとともに、省内関係

部局及び総合通信局等、法テラスに備え付けを依頼（合計約 7,000 部配

布）。また、総務省及び委員会のウェブサイトにも PDF ファイルを掲載。 

 

(2) ウェブサイトの刷新（４月予定） 

 （現在検討中の内容）  

   ○  委員会の利用促進につながる内容を充実 

    従来からの委員会の情報公開的な内容に加え、「電気通信事業者」相談

窓口やあっせん・仲裁手続の紹介を充実（主な成功事例、Ｑ＆Ａ、各種

ダウンロード可能な申請様式の追加等） 

  ○  情報の探しやすさ、サイトの使いやすさ等を改善 

           トップページでの更新情報や次回委員会の案内の掲載、フレームの廃

止、サイトマップ・検索機能・パンくずナビの追加等 

  ○  デザインの刷新、委員会のロゴマークやバナーの作成、グラフや写真

の活用 

  ○ 電気通信の現状、用語集等の紛争処理に役立つ基礎資料の追加 

 

(3) その他 

  ・ 総務省広報誌等への委員会新体制の紹介等の投稿 

 

 

－ 1 － 



（参考） 

○ 現在の委員会ウェブサイトのトップページ 

 

○ 現在検討中のウェブサイトのトップページ（イメージ案） 

※ロゴマークは、こじれた紛争を解きほぐす瞬間のイメージを示しています。 
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 ２ 電気通信事業者への働きかけ 

 (1) 主要事業者からのヒアリング（19 年 12 月～20 年 1 月に実施） 

      電気通信事業者間の紛争の所在に関する情報収集等のため、主要事業者

８社からヒアリングを実施。 

      現時点で、直ちにあっせん申請等を予定している事案はないものの、接

続料の体系や水準（携帯電話の接続料の水準、定額通話料金を可能にする

ような接続料など）、ＮＧＮへの接続条件、コロケーションや電柱利用の円

滑な手続などについて紛争の可能性があることを確認。 

 

 (2) 地方における業務説明・相談の実施 

   従来より、地方の電気通信事業者向けに、各種事業者団体が地方都市に

おいて開催する会合に当委員会事務局職員を派遣して、①当委員会の業務

の周知・広報、②過去に処理した事案の解説及び③出席した事業者からの

相談への対応等を実施しており、今年度はこれまで次の１件を実施。     

・ 2 月 15 日 日本インターネットプロバイダー協会（JAIPA）主催の「地

域ＩＳＰの集い」において（長野） 

 

 (3) その他 

  ・ 電気通信事業者へのアンケート実施（1月から実施中） 

 

 

３ その他 

      地方の電気通信事業者に接する機会の多い地方総合通信局及び沖縄総合

通信事務所に対し、委員会の周知、事業者への働きかけ等に協力を依頼する

文書を発出（２月実施） 

  また、各種事業者団体との関係強化のため、意見交換会を開催する予定

（２月 26 日予定） 

 

  


